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片岡信恒弁護士の
法律相談事務所

【質問】私は介護施設を経営しています。老

人介護施設で、甲さん (78歳)が車椅子に

乗ったまま昼食中、食卓テーブルから落ちた

物を拾おうとして、立ち上がろうとしたとき、

車椅子のストッパーがされていなくて、車椅

子が動いたため、転倒し腕と大腿骨を骨折さ

れました。甲さんのご家族から、かなりの剣

幕で、事情を説明して欲しいと申し入れして

きました。今後、甲さんのご家族にはどのよ

うな対応をしていったらいいでしょうか。

【回答】介護施設として、要介謹3以上の方

を対象とする特別養護老人ホームとリハビ、リ

在中心とした介護老人保健施設などがありま

す。

私の顧問先にも介護施設を経営されている

法人がありますが、いろいろな問題が発生し

ています。内部でしっかりした介誰マニュア

ル、介護職員らの職務指針や詳細な作業手順

を作成し定期的に研修など重ねています。ま

た事故が発生しかけた際には、ヒヤリ・ハッ

トの事例を記載させ、その情報を皆で共有し、

事故の発生防止に努めています。ここまでし

ていても、介護施設ではよく事故が発生して

います。

ところで、事故が発生した時は、まず加入

している賠償責任保険の保険会社にすぐに報

告しておく必要があります。

また、介護施設は責任追及を受けることを

恐れ、被害者側への説明を十分しないことが

ありますが、できるだけ丁寧に対応すべきで

す。もっとも、説明を尽くしたのに、家族が

過激な行動に出たときは、それ以上は対応し

なくても良いと考えます。ひどい場合は警察

の援助を要請したり、弁護士などに対応を委

ねたほうが良いこともあります。

甲さんのような転倒・転落事故は特に多い

と思われます。事故が起きたときには、家族

からは、施設側に事故時の状況説明を求めら

れ、担当スタッフ、施設長らがこれにあたり

ますが、内部で状況を十分に把握して説明す

べき内容を確定しておくべきで、それぞれが

まちまちのことを話すと、不信を招くので注

意して下さい。この際、家族側は録音を録っ

ているので、そのことを意識して話し、念の

ためこちら側も録音した方が良いでしょう。

介護事業者は、介諮サービスの提供を受け

る者またはその家族との間で、介護契約を締

結しており、被介護者の心身の状態を的確に

把握し、施設利用に伴う転倒等の事故を防止

する安全配慮義務を負っています。

このような形での転倒はかなり突発的で

あった可能性がありますが、甲さんの過去の

転倒事故の有無、身体の状況、歩行の様子な

どから、甲さんがこのような動きをする危険

性があり、このことを介護事業者が認識しえ

た場合には、落としても自分で拾わないよう

に、口頭で注意するとか、近くで見守るとか

する、事故発生回避義務があったといえそう

で、損害賠償義務があるかもしれません。

なお、介護事業者の過失が認められでも、

過失相殺により、介能事業者の損害賠償金額

が一定程度削られることが多いようです。
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